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■ 新しい年を迎えて
� 公益財団法人�広島県生活衛生営業指導センター

� 理事長　　新　長　謙　三

新年おめでとうございます。
各生活衛生同業組合の皆様におかれましては、健やかな新年をお迎え
のこととお慶び申し上げます。
また、日ごろより当指導センターの運営にご理解とご協力をいただい
ておりますことに深く感謝を申し上げます。
さて、生衛業を営む皆様には、原材料費の高騰、人手不足などの厳し
い環境の下、日々経営の維持、発展にご尽力いただいていることに、心

から敬意を表します。
生活衛生関係営業は、消費者の日常生活に最も身近な存在であり、不可欠なサービスと商品を
提供するという私たちの生活に欠くことのできない重要な役割を担っております。
このような厳しい時代こそ、組合員の皆様が一致団結し、組織力を発揮することで、多様化・
複雑化する社会の要請に的確に対処し、経営の安定化を推進するとともに、消費者の利益の擁護
を図りつつ、個々の経営が力強く発展していかなければなりません。
このため、仕入価格の上昇を販売価格に転嫁できない状況の改善や、デジタル化による変革など、
新たな取組みが求められてきています。
当指導センターでは、各種相談事業、後継者育成や経営改善支援に加えて、デジタル化対応の
支援など生衛業者の皆様への支援を行う必要があると考えております。
さらに、（一社）全国生活衛生同業組合中央会では、毎年 11 月を「生活衛生同業組合活動推進月間」
と定め、関係機関や関係団体の連携のもとに、生活衛生同業組合の周知・広報活動や組合活動活
性化の取組を重点的に実施されております。
当指導センターといたしましても、「衛生水準の確保・向上事業」により各生活衛生同業組合と
の連携のもと、組合加入促進のための広報や組合活性化のための取組を行い、生衛業界の発展・
向上に努めてまいります。
年頭にあたり、各広島県生活衛生同業組合及び（一社）広島県生活衛生同業組合連合会の、ま
すますのご発展と組合員の皆様のご健勝とご多幸を祈念して新年のご挨拶といたします。

生衛組合だより���������������� ５
　理容組合・美容組合・食鳥肉販売組合・食肉組合
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■新年のごあいさつ

令和７年の新春を迎え、各広島県生活衛生同業組合並びに広島県生活
衛生営業指導センターの皆様に謹んでお慶びを申し上げます。
昨年は、日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）がノーベル平和

賞を受賞され、長年にわたる平和への取組が国際社会に広く認められま
した。このことは広島県にとって非常に意義深い出来事であり、あらた
めて被爆者の皆様のご努力とご功績に対し、心から敬意を表したいと思
います。
令和７年は原爆投下から 80 年を迎え、広島にとって特別な年となり

ます。この節目となる年に、広島が持つ平和のメッセージ性を最大限に
生かし、核兵器廃絶の取組をさらに進め、国内外からより多くの賛同を
得ることで、核兵器のない平和な世界の実現に向けた弾みとなるよう、

全力を尽くしてまいります。
さらに今年は、世界バラ会議福山大会や大阪・関西万博が開催されます。これらの大規模イベン

トを、広島の観光資源や文化を発信する絶好の機会とし、国内外からのさらなる誘客促進につなげ
てまいります。
また、瀬戸内海の豊かな海が育んだ魚介をはじめ、歴史と伝統に裏付けられた和牛や野菜、島々

を彩る柑橘類など豊富な食材に加え、お好み焼き、ワニ料理、鯛そうめんなど地域の様々な食文化、
さらには県内各地で醸される個性豊かな日本酒やワインなど、広島は「美味しさの宝庫」であり、
全国に誇るべきものがたくさんあります。こうした広島の食の魅力について、県内外の皆様からの
共感を得ながら、広島の「おいしい」イメージの定着に引き続き取り組んでまいります。
このほか、すさまじいスピードで進化するＡＩ技術は、地域社会が抱える様々な課題の解決と新

たな価値の創出に大きな可能性を秘めています。本県はイノベーション立県として、様々な分野で
挑戦を後押しする環境づくりを進めてきた結果、「新しいことに挑戦しやすい環境」が整いつつあり
ます。こうした背景から「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ�ＡＩ�ＴＲＩＡＬ�～失敗を生かそう～」をスローガ
ンに、将来を担う人材の育成やＡＩを積極的に活用した様々な取組を進め、広島がＡＩ活用をリー
ドすることにより、新たなビジネスや、社会課題の解決に挑戦する人材・企業の集積につなげてま
いります。
県では引き続き、こうした様々な取組を推進し、「ひろしまブランド」の価値を向上させる好循環

を生み出すことにより、県民の皆様一人一人が「安心」の土台と「誇り」により、夢や希望に「挑戦」
できる広島県を実現してまいります。
本年も、本県行政へのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

� 令和７年元旦

広島県知事　　湯　﨑　英　彦
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■ 新年のごあいさつ
一般社団法人�広島県生活衛生同業組合連合会

会　長　佐々木　克　己

新年明けましておめでとうございます。
各生活衛生同業組合の皆様におかれましては、すがすがしい新春をお迎
えのことと、心からお慶び申し上げます。
また、広島県生活衛生同業組合連合会の運営につきましては、平素から
格段のご理解とご支援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、我が国の経済は、インバウンド需要の回復など、経済活動の正常
化が続いているものの、仕入価格の高騰や従業員の確保難の中、価格転嫁
が進まず、私たち生衛業界は依然として厳しい状況が続いております。

こうした中で、国、県や市、さらには日本政策金融公庫をはじめとする諸機関から手厚い経済
対策等のご支援をいただき、深く感謝をいたしております。
当連合会といたしましても、人の動きが戻りつつある中で、組合員の経営の持続と立て直しの
一助としていただくために、行政機関と密接な連携をとり活動しているところです。
生衛業を取り巻く情勢が厳しい中、生活衛生同業組合の皆様におかれましても、一致団結して、
より一層の組合活動の活性化に努めていただき、この難局を乗り越えていくことこそ重要と考え
ておりますので、引き続き皆様方のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます
皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念いたしますとともに、私たち生衛事業者にとって明るい
話題があふれる１年となることを心から願いまして、新年のご挨拶といたします。

� 株式会社日本政策金融公庫　広島支店
支店長　田　中　裕　之

令和７年の新春を迎え、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年を顧みますと、インバウンド需要の増加や個人消費の持ち直しな
ど、緩やかな景気の回復基調が続く一方で、物価高騰や人手不足がより
一層顕著となりました。生活衛生関係営業を営む皆様方におかれまして
は、適正価格の実現やデジタル化の推進といった多くの課題に向き合わ
れた１年だったことと存じます。
そのような状況下においても、創意工夫を凝らして課題解決を図り、地
域経済や地域コミュニティーの核として、真摯にご商売に取り組まれて
きた皆様方に、心から敬意を表します。

新たな年は、景気回復の動きが県内、そして各階層へ広く浸透することを願うとともに、これ
までの皆様方の取組みが実を結び、飛躍の年となりますことをご期待申し上げます。
私ども日本政策金融公庫におきましては、事業者の皆様からのご融資、条件変更などのご相談
に対し、引き続き、きめ細やかに対応していくことはもちろんのこと、様々な機会において組合
の案内を行い、組合の活性化にも積極的に協力してまいります。
また、後継者不在のお店を創業者や事業拡大を図る企業と引き合わせる『事業承継マッチング
支援』や、各分野の専門家を講師に招いた『課題解決セミナー』の開催など、経営に役立つ情報
提供等にもより一層力を入れてまいりますので、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。
結びに、本年が皆様方にとって実り多く、そして何より商売繁盛の１年となりますことを祈念
いたしまして、私からの年頭のご挨拶とさせていただきます。



第 92 号 生 衛 ひ ろ し ま 令 和７年１月 発 行 　（4）

■ 栄えある生活衛生功労者の表彰

◆令和６年度　生活衛生功労者の表彰
厚生労働大臣表彰（令和６年10月25日表彰）
　海　生　　　敬　広島県興行生活衛生同業組合 副理事長
　三　浦　裕　豊　広島県飲食業生活衛生同業組合 常務理事

広島県知事表彰（令和６年10月７日表彰式）
　木　村　敏　彦　広島県社交飲食生活衛生同業組合 専務理事
　柴　村　　　清　広島県飲食業生活衛生同業組合 副理事長
　戸　田　順　子　広島県飲食業生活衛生同業組合 常務理事
　三　原　　　徹　広島県クリーニング生活衛生同業組合 理事

（一社）全国生活衛生同業組合中央会理事長表彰（令和６年10月25日表彰）
　有　本　隆　哉　広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事長
　岡　本　侑　士　広島県飲食業生活衛生同業組合 副理事長
　川　口　伸　二　広島県料理業生活衛生同業組合 理事長
　小　林　巧　治　広島県食鳥肉販売業生活衛生同業組合 理事
　山　本　智恵志　広島県飲食業生活衛生同業組合 常務理事
　若　林　昭　文　広島県飲食業生活衛生同業組合 副理事長

（一社）広島県生活衛生同業組合連合会会長表彰（令和６年10月７日表彰式）
　山　本　真　吾　広島県興行生活衛生同業組合 理事
　山　村　雅　弘　広島県理容生活衛生同業組合 支部長
　菊　川　泰　嗣　広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 常務理事
　荒　川　裕　己　広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事
　神　崎　　　宏　広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事
　山　口　数　廣　広島県飲食業生活衛生同業組合 理事
　野　草　淳　史　広島県飲食業生活衛生同業組合 理事
　稲　田　嘉　明　広島県飲食業生活衛生同業組合 理事
　河　上　輝　基　広島県社交飲食生活衛生同業組合 常任理事
　大　下　秀　之　広島県社交飲食生活衛生同業組合 常任理事
　近　藤　　　亨　広島県社交飲食生活衛生同業組合 理事
　切　田　美奈子　広島県社交飲食生活衛生同業組合 理事

表彰されました皆様に心から
お祝い申し上げます。
益々のご活躍をお祈り申し上
げます。
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■ 生衛組合だより

食鳥肉販売組合

美容業組合

食肉組合

理容組合

　令和６年 10 月 13・14 日に開催された世界大会へ
本県から島本文子選手が出場し、クラッシック部門団
体銀メダルを受賞しました。

　令和６年 10 月 21 日　全国から 190 名が参加し、
愛媛県松山市で開催されました。
　田浦宏光選手が第 3 部門（Hair Creation-2024 ラ・
ソア -（高く舞い上がる））で優勝しました。

私たちは国産チキンの地鶏・銘柄鶏の安心とお
いしさをもっと多くの人に知って頂くため毎年全
国で「国産チキンまつり」を開催しております。
今年はクイズで地鶏肉のプレゼントがありました。

会員店舗では、10 月
25 日～ 10 月 31 日の
間、各地の地鶏やブラ
ンド鶏を販売し、地鶏
のクリヤファイルや元
気くんシールなどの配
布もしました。多くの
方においでいただき、
子供たちにも喜んでも
らいました。

　令和 6 年 11 月 19 日に富山市総合体育館において開催され、広島県の代表選手は、中振袖着付競技で優勝、
フリースタイルカット競技で入賞を果たしました。

　全国食肉生活衛生同業組合連合会（肥後辰彦会長）
の令和 6 年度中国ブロック研究会が 10 月 8 日、福山
市の福山ニューキャッスルホテルで開催されました。
　研究会では、（株）Si コンサルティングの村重純也
社長が「食肉小売業の SDG ｓについて」をテーマに
講演したほか、全肉生連の事業説明や、各県の近況報
告が行われました。

中国ブロック研究会が開催されました

ＯＭＣ2024パリ世界大会（世界理容美容技
術選手権大会）で団体銀メダル受賞しました

HAIR WORLD・ジャパンカップオープン2024
（第76回全国理容競技大会）で優勝しました

2024年国産チキン祭りが開催されました

第 52 回全日本美容技術選手権大会で優勝、入賞を果たしました
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■ クリーニング師研修・業務従事者講習を受講しましょう

■ 理容店・美容店・クリーニング店・一般飲食店を営業の皆様へ

○「Ｓマーク」は、消費者の皆様にご利用いただくときの安全・安心の目印です。

○厚生労働大臣の約款に従って、安全・安心・清潔を約束する３つの「Ｓ」を備えたお店の証です。

　クリーニング師及び業務従事者（取次所を含む）は、「クリーニング業法」により消費者保護を
目的として，新しい知識の習得や技術の向上を図るために３年を超えない期間ごとに１回は，県
知事が指定する研修等を受講することが義務付けられています。
　本年度の受講対象者は、令和３年度以前に研修等を受講された方と、これまで受講されていな
い方です。対象となっている方は、必ず受講してください。

①クリーニング師研修（今年度最後の研修です。）
開　催　日 会　　　場

令和７年 ２月 ２日（日） 広島市　広島県環衛ビル ９階
　※研修時間：13 時～ 17 時
　※開催日の 15 日前までに申込みができます。
②業務従事者講習
　講習は，通信教育（令和６年度の申込受付は終了しました。）

Ｓａｆｅｔｙ…安全である
　登録店は、万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づき賠償が行えるよう、保険に加
入しています。
Ｓｔａｎｄａｒｄ…安心できる
　登録店は、お客様に提供するサービスの内容を明確に表示し、満足いただけるサービスを
提供します。
Ｓａｎｉｔａｔｉｏｎ…清潔である
　登録店は、衛生的なサービスを提供するため、厳しい管理基準を定め、営業施設又は設備
の維持・管理を行っています。
　特典：日本政策金融公庫の融資（運転資金）の利率が軽減されます。

区　　分 手 数 料 標識代等 合　 計
新規登録（３年有効） 6,600 円 3,300 円 9,900 円

再�登�録（５年有効） 2,360 円 1,300 円 3,660 円

消費者のお店選びの目安となる
　「Ｓマーク」制度
　　　　　に登録しましょう。
※ 希望される方は、所属の組合又は指導

センターにお問い合わせください。

福山会場（R6.11.10）
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■ 日本政策金融公庫からのお知らせ

 

 (2024.4) 

日本政策金融公庫 広島支店 国民生活事業 
広島県広島市中区紙屋町１丁目２番２２号 
（広島トランヴェールビルディング５階） 
℡ 0570－077861  FAX 082－241－6634 

 

生活衛生同業組合の組合員のみなさまへ 

融資のご案内  

日本政策金融公庫 国民生活事業では、生活衛生同業組合の組合員のみなさまを

対象としたご融資制度をお取り扱いしております。 

 
 
融資制度の例 

（注１）ご利用にあたっては、振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の長（組合の長から委任を受けた支部長および

理事を含みます。）が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。 

（注２）常時使用する従業員が５人（旅館業及び興行場営業を営む方は 20人）以下の会社または個人 

（注３）業種によって異なります。 

（注４）訪日外国人旅行者（インバウンド）対応に必要な設備資金であって、店舗・宿泊施設の新設および増改築にかかるもの

については、30年以内。 

 

※お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

くわしくは、当社ホームページ https://www.jfc.go.jp/をご覧いただくか、お近くの支店へお問い合わせください。 

資金名 振興事業貸付（注 1） 生活衛生改善貸付 

ご利用 

いただける方 

生活衛生関係の事業を営む方であって、振興

計画の認定を受けている生活衛生同業組合の

組合員の方 

生活衛生同業組合などの経営指導を受けて

いる生活衛生関係の事業を営む小規模事業

者（注２）であって、生活衛生同業組合等の長

の推薦を受けた方 

融資限度額 

設備資金：1億 5,000万円 

～7億 2,000万円（注３） 

運転資金：5,700万円 

2,000万円 

ご返済期間 

設備資金：20年以内 

［うち据置期間２年以内］（注４） 

運転資金：７年以内 

［うち据置期間２年以内］ 

設備資金：10年以内 

 ［うち据置期間２年以内］ 

運転資金： ７年以内 

 ［うち据置期間１年以内］ 

利率（年） 基準利率、特別利率Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｊ 特別利率Ｆ 
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■ 広島県からのお知らせ 第９２号          生生  衛衛  ひひ  ろろ  しし  まま         令和７年１月発行８） 

 

 

 

 

注注  意意  事事  項項  
 
 
 
 
 

 

 牛のレバーや、豚肉、豚の内臓はすべて加熱用です。（生食禁止） 

 牛のレバーを生で食べると、腸管出血性大腸菌やカンピロバクター等による食中毒のリスクが
あります。 

⯎ 豚肉や豚の内臓を生で食べると、Ｅ型肝炎ウイルスやカンピロバクター等による食中毒の 

リスクがあるほか、寄生虫による感染も知られています。 

 
 

 生または加熱不十分な野生のシカ肉やイノシシ肉を食べると、Ｅ型肝炎ウイルス、腸管出血
性大腸菌や寄生虫による食中毒のリスクがあります。 

 食用に供される野生鳥獣肉の安全性を確保するため、厚生労働省が、狩猟から消費に至る
までの各工程における衛生管理方法をまとめた「野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針（ガ

イドライン）」を策定しています。ガイドラインに従って衛生的な処理を行ってください

（広島県ホームページ：「ジビエ（野生鳥獣の肉）の衛生管理について（※）」をご参考く

ださい）。 

 野生鳥獣肉の処理、食肉としての販売や飲食店での提供、食肉加工品の製造には各
種営業許可が必要です。 

 飲食店営業者は、野生鳥獣肉を提供する際には、中心部まで十分な加熱（７５℃で１分以上）を行
ってください。生食提供はしないでください。 

 

 

生・半生・加熱不十分なの鶏肉料理（鶏レバー、ささみの刺身、鶏肉のたたき、鶏わさなど）を

原因とする、カカンンピピロロババククタターー食食中中毒毒が多発しています。 

 カンピロバクターは、細菌性食中毒の中で最も発生件数の多い病因物質です。 

（211件／311件 厚生労働省 令和５年食中毒統計資料） 

 カンピロバクター食中毒は少量の菌でも発症します。 

 食鳥処理業者、卸売業者等は、加熱が必要である旨を、「加熱用」、「生食用には使用しないでください」
等の表示や商品規格書へ記載することにより、確実に情報を伝達してください。 

 飲食店営業者は、製品包装の表示や商品規格書をよく確認しましょう。 

加熱用や用途不明の鶏肉は、中心部の色が変わるまで十分に加熱調理して提供してください。 

【広島県健康福祉局食品生活衛生課 乳肉水産・動物愛護グループ】 

■ 広広島島県県かかららののおお知知ららせせ 

お 肉 は よ く 加 熱 し て 食 べ ま し ょ う ！ 

牛・豚肉 

鶏肉 

 おお肉肉をを食食べべるる際際ににはは、、中中心心部部ままでで十十分分にに加加熱熱（（中中心心部部のの温温度度がが7755℃℃以以上上でで11分分間間以以上上））ししままししょょうう。。  

 「「新新鮮鮮＝＝安安全全」」とといいううここととははあありりまませせんん。。  

 生生肉肉にに触触れれたた手手やや調調理理器器具具等等でで、、調調理理済済みみのの食食品品にに触触れれなないいよよううにに注注意意ししままししょょうう。。  

  

シカ・イノシシ等の野生鳥獣肉（ジビエ） 

狩 

猟 

者 

解体・処理施設 

飲食店 

食肉販売店 

食肉加工施設  など 

消 

費 

者 

各種営業許可 

(※)ジビエ（野生鳥獣肉）の 
衛生管理について 
（広島県HP） 

 


